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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
平成28年度
第３四半期
連結累計期間

平成29年度
第３四半期
連結累計期間

平成28年度

 

（自　平成28年
　　　４月１日
　至　平成28年
　　　12月31日）

（自　平成29年
　　　４月１日
　至　平成29年
　　　12月31日）

（自　平成28年
　　　４月１日
　至　平成29年
　　　３月31日）

経常収益 百万円 24,522 26,132 32,721

経常利益 百万円 3,800 4,837 4,931

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 2,855 3,551 －

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 － － 3,548

四半期包括利益 百万円 3,535 10,227 －

包括利益 百万円 － － 3,357

純資産額 百万円 121,974 131,142 121,795

総資産額 百万円 1,979,351 2,038,364 1,981,186

１株当たり四半期純利益金額 円 212.05 263.81 －

１株当たり当期純利益金額 円 － － 263.55

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 － － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 － － －

自己資本比率 ％ 6.11 6.38 6.10

 

 

平成28年度
第３四半期
連結会計期間

平成29年度
第３四半期
連結会計期間

（自　平成28年
10月１日

至　平成28年
12月31日）

（自　平成29年
10月１日

至　平成29年
12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 円 65.29 72.50

（注）１　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式がないので記載しておりません。

３　平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、平成28年度の期首に当

該株式併合を実施したと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

４　自己資本比率は、（四半期末（期末）純資産の部合計－四半期末（期末）非支配株主持分）を四半期末

（期末）資産の部の合計で除して算出しております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業

等のリスク」については、重要な変更はありません。

　尚、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　なお、当行と株式会社第三銀行（取締役頭取 岩間 弘、以下、「第三銀行」といい、当行と第三銀行を総称して、

以下、「両行」といいます。）は、平成29年９月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承

認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年４月２日をもって両行の完全

親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」（以下、「共同持株会社」といいます。）を設立すること

（以下、「本件株式移転」といいます。）、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、

同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしまし

た。

　また、平成29年12月15日に開催された両行の臨時株主総会並びに第三銀行の普通株主による種類株主総会及びＡ種

優先株主による種類株主総会において、株式移転計画は承認されております。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ（当行及び連結

子会社）が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

①　経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間（平成29年４～12月）におけるわが国の経済を振り返りますと、雇用のひっ迫感が

一層強まるなか賃金が緩やかながらも増加し、個人消費は、持ち直しの傾向がみられました。また、輸出は、米

国の政治情勢や地政学リスクの高まりを受け為替市場が大きく変動するなか、アジア向けを中心に持ち直しの動

きが続きました。こうしたなか、企業の生産活動は、国内外で新型車やスマートフォン部品の需要が拡大し、設

備投資も底堅く推移しました。総じてみると、景気は緩やかな持ち直しの状況となりました。

　当行の主な営業地盤であります三重・愛知両県下において、企業の生産活動は、主要産業である電子部品・デ

バイスや自動車関連を中心に国内需要が拡大したほか、輸出は自動車部品などが大幅に増加し、増産基調が続き

ました。また、個人消費は、株価上昇や雇用所得環境の改善持続を受けて、高額品を中心に持ち直しつつあり、

景気は回復に向けた動きが広がりました。

　当第３四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収益は、有価証券利息配当金やリース業に係

る収益が増加したことなどから、前第３四半期連結累計期間比16億10百万円増加し261億32百万円となりました。

一方、経常費用は、営業経費やリース業に係る費用が増加したことなどから、前第３四半期連結累計期間比5億74

百万円増加し212億95百万円となりました。この結果、経常利益は、前第３四半期連結累計期間比10億37百万円増

加し48億37百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、同6億96百万円増加し35億51百万円となりました。

　セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は、前第３四半期連結累計期間比2億44百万

円増加し205億81百万円、セグメント利益（経常利益）は、同7億53百万円増加し42億52百万円となりました。ま

た、「リース業」の経常収益は、前第３四半期連結累計期間比13億17百万円増加し49億57百万円、セグメント利

益（経常利益）は、同2億13百万円増加し2億57百万円、「信用保証業」の経常収益は、同34百万円減少し5億8百

万円、セグメント利益（経常利益）は、同50百万円減少し3億58百万円、「その他」の経常収益は、同6億39百万

円減少し10億97百万円、セグメント利益（経常利益）は、同6億20百万円減少し1億23百万円となりました。

 

②　財政状態の分析

　貸出金は、地元事業性貸出金の増強に努めましたものの、前連結会計年度末比167億円減少し1兆3,582億円とな

りました。

　預金は、地元預金の増強に努めました結果、預金と譲渡性預金を合わせた残高は前連結会計年度末比390億円増

加し1兆7,922億円となりました。
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　有価証券は、市場動向を注視しつつ機動的な運用に努めました結果、前連結会計年度末比71億円減少し4,365億

円となりました。

　また、資産は、現金預け金が増加したことなどから前連結会計年度末比571億円増加し2兆383億円、負債は、預

金が増加したことなどから同478億円増加し1兆9,072億円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金が

増加したことなどから前連結会計年度末比93億円増加し1,311億円となりました。

 

③　国内・国際業務部門別収支

　資金運用収支は、国内業務部門の資金運用収支が前第３四半期連結累計期間比5億96百万円増加したことを主因

に、全体で同5億74百万円増加して125億95百万円となりました。また、全体の役務取引等収支は前第３四半期連

結累計期間比2億8百万円増加して34億63百万円となり、全体のその他業務収支は同1億15百万円減少して10億49百

万円となりました。
 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 11,540 480 － 12,021

当第３四半期連結累計期間 12,136 459 － 12,595

うち資金運用収益
前第３四半期連結累計期間 12,820 565 △69 13,316

当第３四半期連結累計期間 12,934 509 △34 13,409

うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 1,279 84 △69 1,294

当第３四半期連結累計期間 798 50 △34 814

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 3,242 12 － 3,255

当第３四半期連結累計期間 3,452 10 － 3,463

うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 4,533 30 － 4,564

当第３四半期連結累計期間 4,715 28 － 4,744

うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,290 17 － 1,308

当第３四半期連結累計期間 1,262 17 － 1,280

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 1,001 163 － 1,164

当第３四半期連結累計期間 929 120 － 1,049

うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 1,082 163 － 1,246

当第３四半期連結累計期間 1,105 120 － 1,225

うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 81 － － 81

当第３四半期連結累計期間 176 － － 176

（注）１　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であ

ります。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。

２　相殺消去額欄の計数は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。

 

EDINET提出書類

株式会社三重銀行(E03573)

四半期報告書

 4/27



④　国内・国際業務部門別役務取引の状況

　国内業務部門の役務取引等収益は、前第３四半期連結累計期間比1億82百万円増加して47億15百万円、国際業務

部門は同2百万円減少して28百万円となりました。この結果、全体では前第３四半期連結累計期間比1億80百万円

増加して47億44百万円となりました。

　一方、役務取引等費用は、全体では前第３四半期連結累計期間比28百万円減少して12億80百万円となりまし

た。
 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 4,533 30 4,564

当第３四半期連結累計期間 4,715 28 4,744

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 1,131 － 1,131

当第３四半期連結累計期間 1,239 － 1,239

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 929 30 959

当第３四半期連結累計期間 937 28 965

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 84 － 84

当第３四半期連結累計期間 110 － 110

うち保護預り・貸金庫業務
前第３四半期連結累計期間 58 － 58

当第３四半期連結累計期間 56 － 56

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 70 － 70

当第３四半期連結累計期間 66 － 66

うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 466 0 466

当第３四半期連結累計期間 446 0 446

うち投資信託窓販業務
前第３四半期連結累計期間 688 － 688

当第３四半期連結累計期間 855 － 855

うち個人年金保険窓販業務
前第３四半期連結累計期間 861 － 861

当第３四半期連結累計期間 752 － 752

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,290 17 1,308

当第３四半期連結累計期間 1,262 17 1,280

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 184 12 197

当第３四半期連結累計期間 185 12 198

（注）　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であり

ます。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。
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⑤　国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第３四半期連結会計期間 1,643,628 5,107 1,648,736

当第３四半期連結会計期間 1,698,906 4,325 1,703,231

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 843,648 － 843,648

当第３四半期連結会計期間 924,666 － 924,666

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 794,645 － 794,645

当第３四半期連結会計期間 766,096 － 766,096

うちその他
前第３四半期連結会計期間 5,334 5,107 10,442

当第３四半期連結会計期間 8,143 4,325 12,469

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 95,800 － 95,800

当第３四半期連結会計期間 89,002 － 89,002

総合計
前第３四半期連結会計期間 1,739,428 5,107 1,744,536

当第３四半期連結会計期間 1,787,908 4,325 1,792,233

（注）１　国内業務部門は円建諸取引、国際業務部門は外貨建諸取引であります。但し、円建対非居住者諸取引等は国

際業務部門に含めております。

２　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３　定期性預金＝定期預金＋定期積金

 

⑥　貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

国内
（除く特別国際金融取引勘定分）

1,366,046 100.00 1,358,293 100.00

製造業 165,701 12.13 153,815 11.32

農業，林業 2,211 0.16 2,242 0.16

漁業 3 0.00 7 0.00

鉱業，採石業，砂利採取業 2,567 0.19 2,293 0.17

建設業 50,324 3.68 48,180 3.55

電気・ガス・熱供給・水道業 39,967 2.93 49,000 3.61

情報通信業 5,387 0.39 5,233 0.38

運輸業，郵便業 52,982 3.88 55,255 4.07

卸売業，小売業 114,038 8.35 112,408 8.28

金融業，保険業 66,260 4.85 57,439 4.23

不動産業 230,666 16.89 246,887 18.18

物品賃貸業 73,765 5.40 57,649 4.24

各種サービス業 100,365 7.35 108,357 7.98

地方公共団体 22,822 1.67 19,438 1.43

その他 438,978 32.13 440,083 32.40

特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 1,366,046 － 1,358,293 －

（注）　「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当行は、平成29年２月28日に株式会社第三銀行と経営統合検討に関する基本合意書を締結して以降、両行間での

協議・検討を経て、平成29年９月15日に経営統合契約書を締結いたしました。平成30年４月２日に設立予定の新た

な金融グループの名称を「株式会社三十三フィナンシャルグループ」とし、「地域のお客さまから愛され信頼され

る金融グループとして、地域とともに成長し、活力あふれる未来の創造に貢献します」との経営理念の下、お客さ

ま、地域とともに成長する金融グループを目指してまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

 

 

②【発行済株式】
 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成29年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30年２月５日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,483,034 13,483,034

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部

株主としての権利内容に制限

のない、標準となる株式であ

ります。

単元株式数は100株でありま

す。

計 13,483,034 13,483,034 － －

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 13,483 － 15,295 － 11,144

 

 

(6)【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式　　　21,100
－

株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　13,380,500 133,805 同上

単元未満株式 普通株式　　　81,434 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 13,483,034 － －

総株主の議決権 － 133,805 －

(注)　上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式66株が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)      

株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号 21,100 － 21,100 0.15

計 － 21,100 － 21,100 0.15

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自平成29年10月１日　至

平成29年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年12月31日）に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

現金預け金 103,835 185,393

コールローン及び買入手形 3,527 1,812

買入金銭債権 3,466 59

商品有価証券 72 76

有価証券 ※２ 443,715 ※２ 436,553

貸出金 ※１ 1,375,057 ※１ 1,358,293

外国為替 2,268 2,148

リース債権及びリース投資資産 8,635 9,513

その他資産 20,010 22,728

有形固定資産 10,768 10,788

無形固定資産 2,553 2,350

退職給付に係る資産 3,693 3,665

繰延税金資産 289 237

支払承諾見返 8,557 9,380

貸倒引当金 △5,264 △4,638

資産の部合計 1,981,186 2,038,364

負債の部   

預金 1,653,833 1,703,231

譲渡性預金 99,400 89,002

債券貸借取引受入担保金 12,104 20,121

借用金 60,393 56,868

外国為替 4 2

その他負債 15,984 16,916

賞与引当金 573 －

退職給付に係る負債 182 193

執行役員退職慰労引当金 61 77

睡眠預金払戻損失引当金 163 137

繰延税金負債 8,132 11,289

支払承諾 8,557 9,380

負債の部合計 1,859,390 1,907,221

純資産の部   

資本金 15,295 15,295

資本剰余金 11,437 11,437

利益剰余金 72,949 75,626

自己株式 △61 △64

株主資本合計 99,621 102,294

その他有価証券評価差額金 21,797 27,994

繰延ヘッジ損益 △662 △403

退職給付に係る調整累計額 118 269

その他の包括利益累計額合計 21,252 27,861

非支配株主持分 920 986

純資産の部合計 121,795 131,142

負債及び純資産の部合計 1,981,186 2,038,364
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

経常収益 24,522 26,132

資金運用収益 13,316 13,409

（うち貸出金利息） 10,570 10,372

（うち有価証券利息配当金） 2,648 2,941

役務取引等収益 4,564 4,744

その他業務収益 1,246 1,225

その他経常収益 ※１ 5,395 ※１ 6,753

経常費用 20,721 21,295

資金調達費用 1,294 814

（うち預金利息） 590 367

役務取引等費用 1,308 1,280

その他業務費用 81 176

営業経費 14,160 14,395

その他経常費用 ※２ 3,875 ※２ 4,629

経常利益 3,800 4,837

特別利益 0 1

固定資産処分益 0 1

特別損失 11 18

固定資産処分損 11 13

減損損失 － 4

税金等調整前四半期純利益 3,790 4,819

法人税、住民税及び事業税 768 853

法人税等調整額 144 353

法人税等合計 912 1,207

四半期純利益 2,877 3,612

非支配株主に帰属する四半期純利益 21 60

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,855 3,551
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

四半期純利益 2,877 3,612

その他の包括利益 657 6,615

その他有価証券評価差額金 17 6,204

繰延ヘッジ損益 461 259

退職給付に係る調整額 179 151

四半期包括利益 3,535 10,227

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,510 10,160

非支配株主に係る四半期包括利益 24 67

 

EDINET提出書類

株式会社三重銀行(E03573)

四半期報告書

13/27



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

破綻先債権額 465百万円 1,110百万円

延滞債権額 18,494百万円 15,498百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 68百万円

貸出条件緩和債権額 823百万円 846百万円

合計額 19,783百万円 17,524百万円

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額

前連結会計年度
（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

23,465百万円 24,363百万円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

貸倒引当金戻入益 230百万円 466百万円

株式等売却益 402百万円 527百万円

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

貸出金償却 46百万円 3百万円

株式等償却 70百万円 1百万円

株式等売却損 155百万円 －百万円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

減価償却費 1,297百万円 1,319百万円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当金支払額
 

（決　議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月24日

定時株主総会
普通株式 437 3.25 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金

平成28年11月11日

取締役会
普通株式 437 3.25 平成28年９月30日 平成28年12月９日 利益剰余金

（注）　平成28年11月11日取締役会決議の１株当たり配当額については、基準日が平成28年９月30日であるため、平成

28年10月１日付の株式併合は加味しておりません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．配当金支払額
 

（決　議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月23日

定時株主総会
普通株式 437 32.50 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金

平成29年11月10日

取締役会
普通株式 437 32.50 平成29年９月30日 平成29年12月８日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期
連結損益
計算書
計上額

 銀行業 リース業
信用
保証業

計

経常収益         

外部顧客に対する経常収益 20,110 3,580 390 24,080 482 24,562 △40 24,522

セグメント間の内部経常収

益
226 60 152 438 1,253 1,692 △1,692 －

計 20,337 3,640 542 24,519 1,736 26,255 △1,733 24,522

セグメント利益 3,499 44 408 3,952 743 4,695 △894 3,800

（注）１　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コン

ピュータシステム開発・運行業を含んでおります。

３　外部顧客に対する経常収益の調整額△40百万円は、主に「リース業」及び「その他」の貸倒引当金繰入額で

あります。

４　セグメント利益の調整額△894百万円は、セグメント間取引消去であります。

５　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期
連結損益
計算書
計上額

 銀行業 リース業
信用
保証業

計

経常収益         

外部顧客に対する経常収益 20,331 4,897 364 25,592 564 26,156 △23 26,132

セグメント間の内部経常収

益
250 60 144 455 533 988 △988 －

計 20,581 4,957 508 26,047 1,097 27,144 △1,011 26,132

セグメント利益 4,252 257 358 4,868 123 4,991 △154 4,837

（注）１　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コン

ピュータシステム開発・運行業を含んでおります。

３　外部顧客に対する経常収益の調整額△23百万円は、主に「信用保証業」及び「その他」の貸倒引当金繰入額

であります。

４　セグメント利益の調整額△154百万円は、セグメント間取引消去であります。

５　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

前連結会計年度（平成29年３月31日）

科目
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

現金預け金 103,835 103,835 －

有価証券 441,563 441,683 119

貸出金 1,375,057   

貸倒引当金 △4,291   

 1,370,765 1,374,022 3,257

資産計 1,916,164 1,919,541 3,376

預金 1,653,833 1,653,857 23

譲渡性預金 99,400 99,400 －

借用金 60,393 60,350 △42

負債計 1,813,626 1,813,608 △18

デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されていないもの 2,726 2,726 －

ヘッジ会計が適用されているもの (949) (949) －

デリバティブ取引計 1,776 1,776 －

 

当第３四半期連結会計期間（平成29年12月31日）

科目
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

現金預け金 185,393 185,393 －

有価証券 434,109 434,203 94

貸出金 1,358,293   

貸倒引当金 △3,792   

 1,354,501 1,357,562 3,061

資産計 1,974,004 1,977,160 3,156

預金 1,703,231 1,703,238 6

譲渡性預金 89,002 89,002 －

借用金 56,868 56,782 △86

負債計 1,849,102 1,849,022 △79

デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用されていないもの 3,315 3,315 －

ヘッジ会計が適用されているもの (577) (577) －

デリバティブ取引計 2,737 2,737 －
 

EDINET提出書類

株式会社三重銀行(E03573)

四半期報告書

17/27



（注）１　現金預け金の時価の算定方法

　預け金については、満期のないもの又は預入期間が短期間（１年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

２　有価証券の時価の算定方法

　株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっており

ます。

　私募債は内部格付に基づく区分ごとに、元利金及び保証料の合計額を同様の取引を行った場合に想定される

利率及び保証料率で割り引いて時価を算定しております。

　なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項につい

ては、「（有価証券関係）」に記載しております。

３　貸出金の時価の算定方法

　貸出金のうち、変動金利によるもので要管理先に対するもの以外のものは、短期間で市場金利を反映するた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。要管理先に対するもの及

び固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）

のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在

価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結決算

日（連結決算日）における四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ

ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額

を時価としております。

４　預金及び譲渡性預金の時価の算定方法

　要求払預金については、四半期連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

みなしております。また、定期預金の時価は、預金の種類ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り

引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を基礎として

算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。

５　借用金の時価の算定方法

　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態

は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を

時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様

の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以

内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

６　デリバティブ取引

　デリバティブ取引については、金利関連取引（金利スワップ・金利キャップ・金利スワップション）、通貨

関連取引（通貨スワップ・先物外国為替・通貨オプション）であり、割引現在価値、オプション価格計算モデ

ル等により算出した価額によっております。
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（有価証券関係）

　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成29年３月31日）
 

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 － － －

その他 5,000 5,119 119

外国債券 5,000 5,119 119

その他 － － －

合　　計 5,000 5,119 119

 

当第３四半期連結会計期間（平成29年12月31日）
 

 
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 － － －

その他 5,000 5,094 94

外国債券 5,000 5,094 94

その他 － － －

合　　計 5,000 5,094 94
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２．その他有価証券

前連結会計年度（平成29年３月31日）
 

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 21,440 45,601 24,160

債券 248,498 251,410 2,912

国債 101,278 102,875 1,597

地方債 85,111 85,714 602

短期社債 － － －

社債 62,108 62,821 712

その他 135,418 139,552 4,133

外国債券 82,362 84,594 2,231

その他 53,055 54,957 1,901

合　　計 405,357 436,563 31,206

 

当第３四半期連結会計期間（平成29年12月31日）
 

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 21,220 53,301 32,080

債券 240,050 242,421 2,370

国債 97,336 98,424 1,088

地方債 78,925 79,484 559

短期社債 － － －

社債 63,789 64,512 722

その他 127,746 133,386 5,639

外国債券 75,049 77,664 2,615

その他 52,697 55,721 3,024

合　　計 389,018 429,109 40,091

（注）　その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回

復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借

対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以

下、「減損処理」という。）しております。

　前連結会計年度における減損処理額は、41百万円(株式)であります。

　当第３四半期連結累計期間に減損処理を行った有価証券はありません。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。

　時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて、30％以上下落したものを「著しく下落した」とし、そ

のうち50％以上下落したものは原則全額、30％以上50％未満下落したものは、回復可能性があると認められるも

の以外について減損処理を行っております。市場価格のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の

悪化により実質価額が著しく低下したときは、原則実質価額まで減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

(1）金利関連取引

前連結会計年度（平成29年３月31日）
 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品

取引所

金利先物 － － －

金利オプション － － －

店頭

金利先渡契約 － － －

金利スワップ 204,859 2,102 2,102

金利オプション 100 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 2,102 2,102

（注）　上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

　なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上

記記載から除いております。

 

当第３四半期連結会計期間（平成29年12月31日）
 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品

取引所

金利先物 － － －

金利オプション － － －

店頭

金利先渡契約 － － －

金利スワップ 242,544 2,546 2,546

金利オプション 100 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 2,547 2,547

（注）　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

　なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上

記記載から除いております。
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(2）通貨関連取引

前連結会計年度（平成29年３月31日）
 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品

取引所

通貨先物 － － －

通貨オプション － － －

店頭

通貨スワップ 246,158 635 635

為替予約 736 △12 △12

通貨オプション 69 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 623 623

（注）　上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

　なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等に

ついては、上記記載から除いております。

 

当第３四半期連結会計期間（平成29年12月31日）
 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品

取引所

通貨先物 － － －

通貨オプション － － －

店頭

通貨スワップ 262,059 768 768

為替予約 765 △0 △0

通貨オプション 79 0 0

その他 － － －

合　　計 ―――― 768 768

（注）　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

　なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等に

ついては、上記記載から除いております。

 

(3）株式関連取引

　該当事項はありません。

 

(4）債券関連取引

　該当事項はありません。

 

(5）商品関連取引

　該当事項はありません。

 

(6）クレジット・デリバティブ取引

　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

当行と株式会社第三銀行との経営統合について

 

　当行と株式会社第三銀行（取締役頭取 岩間 弘、以下、「第三銀行」といい、当行と第三銀行を総称して、以

下、「両行」といいます。）は、平成29年２月28日に両行間で締結した基本合意書（以下、「本基本合意書」とい

います。）に基づき、平成29年９月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係

当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年４月２日をもって両行の完全親会社と

なる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」（以下、「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以

下、「本件株式移転」といいます。）、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同

日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしまし

た。

　なお、平成29年12月15日に開催された両行の臨時株主総会並びに第三銀行の普通株主による種類株主総会及びＡ

種優先株主による種類株主総会において、株式移転計画は承認されております。

１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

第三銀行　銀行業

 

(2) 企業結合を行う主な理由

　両行は、三重県に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様の厚いご愛顧の

下、確固たる営業基盤と安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、近年、人口減少や高齢化の進展

等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大に加え、FinTech等の技術革新を通じた異業種からの金

融分野への進出による新たな金融競争の発生、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競

争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上

に求められているものと認識しております。

　こうした環境変化の中、両行は、地域金融機関として地域経済の発展・成長に向けて持続的に貢献していく

ためには、三重県、愛知県及び近接地域におけるプレゼンスをこれまで以上に発揮できる強固な経営基盤を確

立し、将来を見据えた新たなビジネスモデルを確立していく必要があると判断しました。両行は、本基本合意

書に基づき、平成30年４月２日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うこと

に向け、協議・検討を進めてまいりましたが、平成29年９月15日、両行が「対等の精神」において経営統合を

行うことについて最終的な合意に至りました。

 

(3) 企業結合日

平成30年４月２日（予定）

 

(4) 企業結合の法的形式

株式移転による共同持株会社の設立

 

(5) 結合後企業の名称

株式会社三十三フィナンシャルグループ

 

(6) 取得する議決権比率

100％

 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

企業結合に関する会計基準上の取得決定要素に基づいております。

 

２．株式の種類別の移転比率及びその算定方法並びに交付予定株式数

(1) 株式の種類別の移転比率

①　三重銀行の普通株式１株に対し、共同持株会社の普通株式１株

②　第三銀行の普通株式１株に対し、共同持株会社の普通株式0.7株

③　第三銀行のＡ種優先株式１株に対し、共同持株会社の第一種優先株式0.7株
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(2) 算定方法

　三重銀行はＳＭＢＣ日興証券株式会社を、第三銀行はみずほ証券株式会社を、第三者算定機関としてそれぞ

れ選定しております。

　これらの第三者算定機関による算定・分析結果を踏まえて、両行間で慎重に交渉・協議を重ねた結果、株式

移転比率を決定し、合意いたしました。

 

(3) 交付予定株式数

①　普通株式：26,170,339株

　上記は、三重銀行の平成29年６月30日時点における普通株式の発行済株式総数（13,483,034株）及び第三

銀行の平成29年６月30日時点における普通株式の発行済株式総数（18,435,800株）を前提として算出してお

ります。但し、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいま

す。）までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、三重銀行の平成29年６月30

日時点における自己株式数（20,013株）及び第三銀行の平成29年６月30日時点における自己株式数（282,488

株）は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、三重銀行又は第三銀行の株

主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年６月30日時点における自己株式数が基準時

までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。

②　第一種優先株式： 4,200,000株

　上記は、第三銀行の平成29年６月30日時点におけるＡ種優先株式の発行済株式総数（6,000,000株）を前提

として算出しております。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式がないので記載しておりません。
 

  
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 円 212.05 263.81

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 2,855 3,551

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 2,855 3,551

普通株式の期中平均株式数 千株 13,465 13,462

(注)　平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、前連結会計年度の期首に当

該株式併合を実施したと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

中間配当

　平成29年11月10日開催の取締役会において、第206期の中間配当につき次のとおり決議致しました。

①　中間配当金の総額 437百万円

②　１株当たり中間配当金 32円50銭

③　支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月８日

 
(注)　平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、配当を行っておりま

す。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年２月５日

株式会社三重銀行

取締役会　御中

 

有限責任　あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安　藤　泰　行　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鬼　頭　潤　子　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池　ヶ　谷　正　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三重銀

行の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三重銀行及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

※１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

※２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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